
 

聯合專利商標事務所 UNION PATENT SERVICE CENTER 

TAIPEI OFFICE 
11th F., 346 Nanking E., Road, Sec. 3, Taipei 105, TAIWAN 
TEL：(886-2) 2721-1306  
FAX：(886-2) 2752-1800；2711-5984 
E-mail：upsc@unionpatent.com.tw 
URL：www.unionpatent.com.tw 

TOKYO OFFICE                                
9th Floor 1-28-1-901 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 
TEL：03-3988-7421 
FAX：03-3988-3491；03-3988-7424 
E-mail：upsc@unionpatent.co.jp 
URL：www.unionpatent.co.jp 

HONG KONG OFFICE 
Units E-F, 20th Floor, Neich Tower, 128 Gloucester Road, Hong Kong 
TEL：(852)2511-1348 
FAX：(852)2511-6737；2507-4697 
E-mail：upsc@unionpatent.com.hk 
URL：www.unionpatent.com.hk 

 

- 1 - 

台湾特許再審査における 

早期審査プログラムの導入について 

 

 

 

1. 数年前、台湾は専利法および商標法の改正に積極的に取り組み、これらの改正

案は行政院（内閣）によって承認され、2023年に立法院に提出された。その主

な改正点は、商標の異議申立制度を廃止し、商標の無効審判および取消審判制

度を日本の審判制度に類似するものに変更したことである。また、専利法の改

正案も再審査制度を廃止し、覆審と無効審判制度を日本の審判制度のように変

更する内容であった。審判制度では、各案件を 3 人の審判官で審理することが

規定されている。審判制度の覆審結果に不服がある場合は、従来の経済部の訴

願手続きを経ずに、「知的財産及び商事裁判所」に直接訴訟を提起することがで

き、この訴訟の性質および手続きは、従来の行政訴訟手続きではなく、民事訴

訟手続きを採用する。 

しかし、業界からの反対や、2024年 1月の総統選挙および立法委員選挙の影響

で、これらの法案は会期中審議されず、法律に基づいて廃案となった。2023年

3 月、台湾知的財産局の洪前局長が退任し、特許審査官出身の廖局長が新たに

就任した。廖局長は台湾知的財産局の局長としては初めて、理工系のバックグ

ラウンドを持ち、特許業務に精通した人物である。廖局長は、知的財産局の特

許審査官は数百人しかおらず、商標審査官も約 100人であり、覆審制（審判部）

を導入して各再審査や無効審判、及び商標の無効審判や取消審判の全てを 3 人

の審判官により審理するとなることは実務的に不可能で、また、これにより新

規に出願される特許や商標の審査期間が延び、出願人に不利に働く可能性があ

るため、特許及び商標の改正措置を一時的に棚上げした。 

2. 過去 5年間の台湾における発明特許再審査の状況は以下の通り： 

初審で拒絶された出願のうち、再審査が請求された割合：70.4% 

5年間の再審査案件平均成長率：8.5% 

年度 再審査請求件数 
再審査第 1回 OA発行

までの期間（月） 
再審査完了期間（月） 

2019 5,076 10.6 13.4 

2020 6,283 10.5 13.4 

2021 6,496 10.3 13.0 

2022 6,426 11.4 13.7 

2023 5,538 10.1 13.1 
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3. 特許再審査案件を迅速に審査するため、台湾知的財産局は 2024 年 9 月 1 日か

ら再審査早期審査プログラム（Accelerated Examination Program for 

Re-examination：AEPRe）を試行することを決定した。この AEPReは、主に

前置審査の精神を参考にしており、初審で部分的に拒絶された請求項を削除（ま

たは分割）するか、拒絶されなかった従属項を独立項に書き直して早期審査を

請求することで、6 ヶ月以内に第 1 回 OA または査定書が発行されるというも

のである。 

4. AEPReの主な内容は以下の通り： 

       適用条件 — 発明特許の初審において一部の請求項しか拒絶されなかった出願に 

    ついて、再審査を請求する。 

        請求時期 — 発明特許出願の再審査請求後 

再審査が開始される通

知を受領 
     から                  

第 1次再審査意見通知

書（OA）を受領 

               までの期間に AEPReを請求することができる 

    修正必要事項 — 1.特許要件を満たさない請求項を削除する 

                    2.初審拒絶査定書において拒絶理由がなかった従属項を独立項に 

                      書き直したうえで、項番号、従属関係を調整し、従属項を追加 

                      する 

    料金 — なし 

    効果 — 条件を満たした場合、早期審査が認められ、再審査意見通知書（OA）また 

                は査定書が 6ヶ月以内に発行される 

5. AEPReでは明記されていないものの、特許出願人は、初審拒絶査定にて拒絶さ

れた請求項を削除したくない場合、再審査手続き中に分割出願をし、拒絶され

た一部の請求項を別の独立した出願（子案件）として再審査手続きを継続する

一方で、拒絶されていない一部の請求項を親出願として残し、親出願の AEPRe

を請求することで、一部請求項の特許権を迅速に取得することができる。 

6. 上記発明特許の AEPReは、2024年 9月 1日より施行される。 

 

 

 


